
1割負担
第１段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5

1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

第2段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

第3段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

第4段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

ユニット型特別養護老人ホーム愛和苑料金表(R1.10～）

732 798 869 934 998

18 18 18 18 18

6 6 6 6 6

8 8 8 8 8

300 300 300 300 300

820 820 820 820 820

1,884 1,950 2,021 2,086 2,150

月額利用料（３１日計算） 58,404 60,450 62,651 64,666 66,650

732 798 869 934 998

18 18 18 18 18

6 6 6 6 6

8 8 8 8 8

390 390 390 390 390

820 820 820 820 820

1,974 2,040 2,111 2,176 2,240

月額利用料（３１日計算） 61,194 63,240 65,441 67,456 69,440

732 798 869 934 998

18 18 18 18 18

6 6 6 6 6

8 8 8 8 8

650 650 650 650 650

1310 1310 1310 1310 1310

2,724 2,790 2,861 2,926 2,990

月額利用料（３１日計算） 84,444 86,490 88,691 90,706 92,690

732 798 869 934 998

18 18 18 18 18

6 6 6 6 6

8 8 8 8 8

1392 1392 1392 1392 1392

2006 2006 2006 2006 2006

4,162 4,228 4,299 4,364 4,428

月額利用料（３１日計算） 129,022 131,068 133,269 135,284 137,268



2割負担
第１段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5

1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

第2段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

第3段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

第4段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

1464 1596 1738 1868 1996

36 36 36 36 36

12 12 12 12 12

16 16 16 16 16

300 300 300 300 300

820 820 820 820 820

2,648 2,780 2,922 3,052 3,180

月額利用料（３１日計算） 82,088 86,180 90,582 94,612 98,580

1464 1596 1738 1868 1996

36 36 36 36 36

12 12 12 12 12

16 16 16 16 16

390 390 390 390 390

820 820 820 820 820

2,738 2,870 3,012 3,142 3,270

月額利用料（３１日計算） 84,878 88,970 93,372 97,402 101,370

1464 1596 1738 1868 1996

36 36 36 36 36

12 12 12 12 12

16 16 16 16 16

650 650 650 650 650

1310 1310 1310 1310 1310

3,488 3,620 3,762 3,892 4,020

月額利用料（３１日計算） 108,128 112,220 116,622 120,652 124,620

1464 1596 1738 1868 1996

36 36 36 36 36

12 12 12 12 12

16 16 16 16 16

1392 1392 1392 1392 1392

2006 2006 2006 2006 2006

4,926 5,058 5,200 5,330 5,458

月額利用料（３１日計算） 152,706 156,798 161,200 165,230 169,198



3割負担
第１段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5

1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

第2段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

第3段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

第4段階 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.自己負担金
   （介護サービス費） ）
2.自己負担金
（夜間職員配置加算Ⅱ）

3.自己負担金
（サービス提供体制加算Ⅱ）

4.自己負担金
（看護体制加算Ⅱ）

5.自己負担金
　（食事代）
6.自己負担金
　（居住費）
7.合　　　　計

（1＋2＋3＋4＋5＋6）

※介護職員処遇改善加算Ⅰ（総介護報酬単位数に１０００分の８３に相当する単位数）が加算されます。
※介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ（総介護報酬単位数に１０００分の２３に相当する単位数）が加算されます。

第１段階：市町村民税非課税

（食費300円・居住費820円/日）
第２段階：市町村民税非課税

（食費390円・居住費820円/日）
第３段階：市町村民税非課税

（食費650円・居住費1310円/日）
第４段階：市町村民税課税

（食費1392円・居住費2006円/日）

※2減額の手続き等の詳細は、役所の介護保険窓口にお問い合わせください。

※3要介護度、ご利用者負担段階の如何に関わらず一律料金が加算されます。

（対象者のみ）

月額利用料（３１日計算） 176,390 182,528 189,131 195,176 201,128

2006 2006 2006 2006 2006

5,690 5,888 6,101 6,296 6,488

24 24 24 24 24

1392 1392 1392 1392 1392

54 54 54 54 54

18 18 18 18 18

156,550

2196 2394 2607 2802 2994

4,252 4,450 4,663 4,858 5,050

月額利用料（３１日計算） 131,812 137,950 144,553 150,598

650 650 650 650 650

1310 1310 1310 1310 1310

18 18 18 18 18

24 24 24 24 24

2196 2394 2607 2802 2994

54 54 54 54 54

月額利用料（３１日計算） 108,562 114,700 121,303 127,348 133,300

820 820 820 820 820

3,502 3,700 3,913 4,108 4,300

24 24 24 24 24

390 390 390 390 390

54 54 54 54 54

18 18 18 18 18

130,510

2196 2394 2607 2802 2994

3,412 3,610 3,823 4,018 4,210

月額利用料（３１日計算） 105,772 111,910 118,513 124,558

300 300 300 300 300

820 820 820 820 820

18 18 18 18 18

24 24 24 24 24

2994

54 54 54 54 54

※1生活費（食費・居住費）のご利用者負担額については、以下の基準で減額の制度があります。

区分（段階）：課税区分（世帯全員） 対象者

生活保護を受給されている方と、老齢福祉年金を受給されている方

課税年金収入額と合計所得金額が８０万円以下の方

2196 2394 2607 2802

課税年金収入額と合計所得金額が８０万円以上の方

上記対象条件以外の方

◎加算項目及び利用者負担額（１日あたり）

加算項目 加算概要（条件）

初期加算（加算料金/日）60円
入居日から３０日に限って加算。また、３０日を超える病院等への入院後に
再入所した場合も対象となります。

入院・外泊時費用（加算料金/日）492円 病院等への入院、自宅へ外泊した場合、月６日を限度として一部（自己）負
担額がこの金額に変更となります。ただし、７日目以降の自己負担はありま
せん。

サービス提供体制加算Ⅱ（加算料金/日）12円看護職員・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上

看護体制加算Ⅱ（加算料金/日）16円
常勤換算で看護職員を入所者２５人に対して１人以上かつ基準より１人以上配置
している。また、施設又は病院等の看護職員による２４時間の連絡体制を確保し
ている。


